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平成１９年度第１回小金井市立はけの森美術館運営協議会議事録 

 

開催日時  平成１９年６月２９日（金）午後６時～７時 

開催場所  小金井市前原暫定集会施設１階 Ａ会議室 

出 席 者  鉄矢悦郎委員長、宮村令子副委員長、千村裕子委員、淀井彩子

委員、小柳 清委員 

欠 席 者  冨士道正尋委員 

事 務 局  鈴木雅子文化推進係長、松山ひとみ学芸員、奥友絵里子学芸員、

天野達彦 

 

議事録 

【宮村副委員長】 平成１９年度第１回小金井市立はけの森美術館運営

協議会を始めたいと思います。今日は鉄矢委員長が少し遅れるということで、

それまで代わりにやらせていただきます。 

 まず、式次第に沿ってやっていきたいと思います。１番の職員紹介。 

【小柳委員】  それでは私から、ご紹介かたがた、ご説明させてい

ただきたいと思います。 

 ４月に小金井市の組織改正がありまして、今までの市民文化課がコミュニ

ティ文化課に変更になりました。係の名称も、文化交流係から文化推進係に

変更になっております。職員の異動につきましては、早坂主事が企画政策課

へ異動になっています。その後任としまして町田主任が保険年金課より配属

になりました。文化推進係は、その２人のほかは異動ございませんので、今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、美術館につきましては、再任用職員でした渡邊さんが昨年９

月に退職され、その後任がなかなか見つかりませんで、去年の９月以降不在

になっていましたけれども、この４月に前環境部長の天野さんが再任用職員

として就任されましたので、よろしくお願いいたします。 

 以上であります。 

【事務局天野】 今、紹介いただきました天野と申します。小金井市

で３７年間勤めてまいりました。環境部を最後に３月末で定年退職しまして、

４月１日からはけの森美術館の事務の仕事をしております。今後ともよろし

くお願いいたします。 
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【小柳委員】  よろしくお願いします。 

【小柳委員】  次に、学芸員につきまして、大野学芸員がこの４月

に退職しまして、５月より松山学芸員と奥友学芸員、それから従前からいま

す横田学芸員の３名体制で、この４月からスタートしております。横田学芸

員につきましては、現在病気療養中ということで、復帰に向けて準備をして

いるところですので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上が職員のご紹介でした。 

【宮村副委員長】 続きまして、協議事項に移りたいと思います。 

 まず、１番の美術館収集評価方針について。 

【小柳委員】  それでは私のほうから、引き続きご説明いたします。 

 お手元に資料を配付させていただきました。６月２９日、今日付の（案）

と、前回の修正前ということで用意させていただいたんですが、前回の委員

会では、この（３）子どもの鑑賞教育に資するために、平面作品を主とする

秀作（ＣＤ含む）ということで、この辺については美術館のほうで再度表現

をご検討くださいということで、課題になっていた事項です。それにつきま

して美術館で検討しました結果、６月２９日付の案ですけれども、３番目、

「当美術館理念に伴う子どもの鑑賞教育に役立つ平面作品及び様々な表現

媒体によるメディアアート作品の秀作」ということで、訂正させていただい

ています。その辺のご協議をいただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

【宮村副委員長】 では、３番の「当美術館理念に沿う子どもの鑑賞教

育に役立つ平面作品及びいろいろな表現媒体によるメディア作品の秀作」に

ついてというところで、ご意見があれば伺います。 

【淀井委員】  様々な表現媒体によるメディアアート作品の秀作と

いうのは、どういうことでしたか。 

【小柳委員】  この辺につきましては、前回の会議録を、後ほどま

たご説明いたしますけれども、５ページ目をお開きいただきたいのですが、

３番の項目についてご検討いただいていまして、その中で、薩摩学芸顧問の

ほうからご説明をいただいています。例えば、３番につきましては、ちょっ

と読み上げますと、収集方針として非常に難しいものなんですけれども、収

集評価の委員の方々がわからないので、あくまで何か指針になるべきものが

必要である。事前に限定すべきものではないだろうと思いますけれども、大



 -3- 

体どこの美術館でも３つの要件というのがつけ加えられています。１つは時

代です。 

【薩摩学芸顧問】 私が説明しましょうか。 

【小柳委員】  はい、お願いします。 

【薩摩学芸顧問】 書いてあるそのままだと思うのですが、やはり何ら

かの指針がなければ、まず収集方針は立たない。或いは何でもいいのかとい

うことになりますので、我々のほうでも随分考え直しまして、指針とか原則

とかというものはそんなに１０も２０もあるものではないということでご

検討いただいたところでございます。大きく柱となったのが２つあったんで

すけれども、この美術館は中村研一記念、中村研一によってつくられた美術

館ですので、今後、中村研一の作品がどの位出てくるかはわかりませんが、

同時代の関連作家というのが一つの指針になるだろうということです。もう

一つは、やはり地域のコミュニティに根差した美術館ですので、ある程度範

囲限定というのも必要であるかもしれないということで考えました。ただし、

小金井市の地元在住作家みたいにやってしまうと、決して我々小金井市が隣

の府中とかほかの市と文化的に独立して存在しているわけではありません

ので、その辺はどこまでという明快な国境線を引く必要はありませんので、

大体、多摩地域にゆかりという言葉を使っているということです。そして平

面形に重点を置いたというのは、これは中村研一が平面作家であったという

こと、具体的に言えば展示室あるいは収蔵庫の特性からして収蔵できないと

いう形であったわけです。 

 ただ、もう一つ、この美術館の収集方針の中で、子どもたちとのコラボレ

ーションといいますか、コミュニケーションといいますか、小金井市という

ことで考えても、交通条件が悪いとか立地条件が悪いとか言われるわりには、

逆に市の真ん中にありまして、どの小学校、中学校とも、そんなに大きな距

離の差がないということで、小学校や中学校との連携によっていろいろな可

能性が考えられるだろうということで方針も立ててきたのですが、それがな

かなかうまく言葉にならず、どういう方向で言葉にしたらいいかということ

で、一度決めると５年、１０年続く指針ですので、わずか数行のものであっ

てもキチッとしなければならないということで考えてきたのです。鉄矢委員

長のほうからこの５ページの上のほうの３番の表現をもう少し統一しても

らいたいと。そして情報を踏まえた新しいメディアを加えてということがご
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ざいまして、確かに子どもたちとコラボレーションその他をやっていきます

と、そのときの記録、あるいは資料とかいうものが、昔だったら資料集のよ

うなものにするのでしょうが、最近はほとんど映像とか画像とか、媒体で言

うならばＣＤとかＭＤとかがありますので、そういうことを含めて、今後の

資料になるもの、そういうものならば場所はとりませんし、収集が可能であ

ろうということで、平面作品だけではなくて、様々な表現媒体によるという

のは、要するに、具体的に言えばＣＤとかＭＤ、そういうものでもって、広

く、あるいは保存できるものは残していこうという考え方でいくことにさせ

ていただいたということでございます。確かにメディアアートという言葉で

表現が適当かどうかはありますが、他にもっと良い表現があればと思います。 

【淀井委員】  全体的な説明をしていただいてありがとうございま

した。今言われたような、メディアアート作品というのが、子どもたちとの

共同作業の報告のＣＤであり、他には市販されているものとか、メディアア

ート作家の作品なども収集に入っているということですか。 

【薩摩学芸顧問】 具体的には、多分、毎年何らかの形で子どもたちと

のコラボレーションといいましょうか、そういう活動をしていきますので、

やはりその中から生み出されてきたものを今後の資料として収集していく

というのが一番現実的なことだと思うのです。あと、収集予算がありません

ので、市販のとか作家のを購入することはあり得ないので、活動の中から生

み出されてきたもので、これを保存しておけば今後の活動の良い参考資料に

なるということ、あるいは教材になるものを残していこうという考え方でご

ざいます。 

【淀井委員】  よくわかりました。そうすると、この「及び」の前

の平面作品というほうは、子どもの鑑賞教育に役立つ平面作品ということに

なると、これはその子どもたちのもの及び大人たち、作家たちのものも入り

ますね。 

【薩摩学芸顧問】 入ります。 

【淀井委員】  わかりました。 

【宮村副委員長】 こちらの収集方針ということで・・・・。 

【淀井委員】  今説明されてよくわかりましたが、これを読んだだ

けですと、今の説明とはちょっと食い違っている気がしました。これで皆さ

んが理解されるんでしたらいいと思います。 
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 今の話の続きになりますが、そういう美術館が行ってきた子どもとのコラ

ボレーションの活動報告とか、記録を残すということをはっきり書いても良

いという気がしました。長くなりますか。 

【薩摩学芸顧問】 そうですね。 

【千村委員】  記録を残すというふうにすると、大体行ったもの、

体験したものは、ほとんど全部残すという方向になっちゃうのね。だから、

そのまま保存するのでなくて、しばらくしたらそこから精査するというのか、

選ぶベきということが起こるのか、とりあえずは何でもやったものは残して

おくべきなのかな。 

【淀井委員】  そうすると、記録というものは別分野で、全部を記

録していくという作業もあるのですか。 

【薩摩学芸顧問】 ケース・バイ・ケースだと思いますので、全部とい

うことはなかなかできないと思います。記録というのはやっぱり成果物でし

ょうから。 

【鈴木係長】  ちょっとよろしいでしょうか、これは美術作品の収

集方針ですので、子どもとのコラボレーションというか、ワークショップみ

たいな報告が美術作品と位置づけられる場合には、収集方針に沿って評価委

員会にかけて、印刷物として収集するということはあるんでしょうけれども、

それ以外に、美術館としての記録ということでは、一般的にとっておくとい

うことはあるかと思うんですが。 

【薩摩学芸顧問】 そうですね。ちょっと私の説明がまずかったかもし

れませんね。いわゆるコラボレーションみたいなものというのは、活動その

ものが成果物みたいなものだということになりますので、いわゆる単純な記

録から別に美術作品を収集したりとかはともかくとして、やはりある程度の

今後の教材として役立つような美術作品と言えるだけの価値、レベルがある

ということなんですけれども、この文章だと、活動に関係ないものも収集す

るような感じになるのかなぁ。 

【淀井委員】  私がこの文章を最初に読んだ感じでは、これはここ

の子どもが活動した報告というよりも、外部から資料的なもの、役立つ美術

作品ということで収集するというふうに、素直に読むと読めるんです。 

【小柳委員】  こちらに関しましては、市民の方から美術館に作品

を寄付したりとかいうこともございますので、その辺も含めての扱い方を運
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営協議会のほうでも検討していただくようなベースになるものということ

で、ご検討していただいております。 

【淀井委員】  それはわかりますけれども。 

【薩摩学芸顧問】 具体的に申しますと、この前、子供とのコラボレー

ションをやったときに、作家の作品、焼き物の写った写真を、これならば今

後も役に立つだろうということで収集したんですね。しかし、全く活動と関

係なくても、今後の活動に役立つと思えば収集することはあり得ますね。確

かにその道を全く閉ざす必要はないと思います。 

【淀井委員】  この方針案の文章づくりの期限というのはあるんで

すか。 

【小柳委員】  既に収集評価委員が決まりまして、寄附をしたいと

いう方がいましたので、１回目を開いています。初回は委嘱状の交付をした

だけでしたけれども、２回開催しまして、２回目につきましては、先ほど言

いましたけれども、実際の企画展での写真を寄附したいという申し出があっ

たものですから、検討していただいたという経過があります。 

【淀井委員】  この作品について、薩摩さんからご説明があって、

非常に意味広くおっしゃっていましたよね。ですから、作品についてもう一

度わかりやすく書いていただくというのはできないでしょうか。 

【薩摩学芸顧問】 ３番ですね。１番、２番は、これで大体・・・。３

番がかなりこれ、議論していますけれども、できればここで決めてしまいた

いぐらいなんですが。 

【淀井委員】  そうですか。大きく含まれるということなら、これ

でいいですけども。 

【千村委員】  ここで行ったのと外部のものと、両方の面からそれ

に沿ったものを選ぶ。 

【薩摩学芸顧問】 私は、これ、当美術館の理念に沿う子どもに役立つ

秀作というふうに、かなり短く読んでいたんです。その中で、彫刻はあまり

入れたくない。量が多いし、だから、少しそこは限定しようかなと。鑑賞教

育は作品がもつところなんで、作品というものを使うときにどういうふうに

使うのと言ったら、鑑賞に使うよという、まあ、直接子どもに見せるという

研究資料じゃない。子ども用の見せるものなのかなという感じは持っていた

んですけれど。鑑賞教育というところが。ただ、いろいろとれるんで、いい
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のかなと。 

【淀井委員】  広い意味を持っているということですね。 

【薩摩学芸顧問】 多分、学芸員等いろいろやっているし、これはやっ

ぱり必要だと思って、だんだん館のキャラクターができてくるというときに、

広目にとれるほうが・・・・。 

それぞれが自分の解釈で意味合いが違ってきちゃうと思うんですけれど

も、ごちゃごちゃした表現が、東京芸大美術館的な発想で言うと、どんな感

じになるのというと、多分この文章だとどういうふうに直すかというと、「当

美術館理念に沿う子どもの鑑賞教育に資する、平面及び様々な表現媒体によ

るメディアアート作品」とかいうふうにします。 

【淀井委員】  「の秀作」をとるわけですね。 

【薩摩学芸顧問】 ええ。ここで教材的な意味を含んでいますので、秀

作秀作というとちょっと・・・・。場合によっては、別にいわゆる秀作でな

くてもいいことがあるわけです。 

【淀井委員】  難しいですよね。 

【薩摩学芸顧問】 これが、当美術館理念に沿う子どもの鑑賞教育に資

する作品になるんじゃなくて、平面作品だけでなく、子どもの鑑賞教育に資

する、平面及び様々な表現媒体によるメディアアート作品。そうすれば、活

動の中から生まれてきたものがあり得るかもしれませんし、ほかのものもあ

り得るかもしれませんし、あるいは子どもがつくったものでも、子どものも

のとしておもしろいんであれば収集するかもしれませんし、それを秀作とい

う言葉を使っちゃうと、ちょっと狂っちゃいますので、１、２で秀作秀作と

言っていますので、あまりなんか・・・・。１、２はここで秀作とつけてお

かないと、また逆に混乱しますので、「当美術館理念に沿う子どもの鑑賞教

育に資する、平面及び様々な表現媒体によるメディアアートの作品」という

表現にしておいた方がよいかと。 

【宮村副委員長】 今、薩摩学芸顧問から提案がありました文章でよろ

しいでしょうか。もう一度言いますと、「当美術館理念に沿う子どもの鑑賞

教育に資する、平面及び様々な表現媒体によるメディアアートの作品」とい

うことでよろしいでしょうか。 

【淀井委員】  いいと思います。 

【宮村副委員長】 この収集方針については、以下、すべてよろしいで
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すか。 

【小柳委員】  はい。 

【鉄矢委員長】 すいません、遅れまして。次の（２）平成１９年度

事業予定について、事務局のほうから。 

【奥友学芸員】 学芸員の奥友です。よろしくお願いいたします。 

 はけの森美術館の今年度の年間スケジュールについてです。お手持ちの資

料をごらんください。まず一番最初の項目が、２００７年所蔵作品展Ⅱ（開

催日数８４日）とあります。「中村研一の見た風景」というタイトルで、風

景画を特集陳列しています。２００７年６月２６日（火）の今週から、夏休

みを挟みまして９月３０日（日）まで、約３か月の展示になります。それが

終わりますと、所蔵作品展が終わり、企画展になります。こちらは、まだ作

品が全部決まっているわけではないのですが、「堂本印象美術館展（仮称）」

ということで、京都にある堂本印象美術館、京都府立の美術館から作品を３

０点弱借りて、堂本印象という作家の作品を展示するだけではなく、個性的

な美術館であるということを含めて、堂本印象美術館の紹介を兼ねた展示と

いう内容で進めていきます。こちらは２００７年１０月２３日（火）から１

２月９日（日）までの展示期間です。 

 そして、年明けになるところですが、次に企画展２です。昨年度も開催い

たしました「Art-Full」が、第２回目ということで、去年、提携というか、

一緒に活動していただいた双ギャラリーと再び一緒に協力して活動すると

いうことで、前回参加した作家４名のうち２名が今年も参加ということで、

作家２名の作品と、その作家のワークショップに関連した子どもの展覧会を

実施予定です。開催日数は未定ですが、開始は現在のところ２００８年の１

月中旬を予定していますが初旬になる可能性があります。そして、終了は２

月末までとなっておりますが３月初旬から中旬までに延びる可能性があり

ます。 

 そして、２００７年の年間スケジュールの一番最後になるものですが、２

００８年所蔵作品展Ⅰも、その前の「Art-Full」の時期が少し押してしまう

可能性が高いので、こちらは２００８年３月中旬からとなっておりますが、

現在の時点では年度末、かなりぎりぎりにはなってしまうかと思いますが、

３月下旬から行われる可能性が高いと思われます。 

 現在予定しております内容と年間スケジュールはこのようになっており
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ます。以上です。 

【鉄矢委員長】 何かご質問等はありますでしょうか。 

ありがとうございます。 

今、年度末から年度初めにかかわってやっていく所蔵作品展Ⅰが終わって、

所蔵作品展Ⅱというのが６月から９月ということです。企画展２本、所蔵作

品展２本を、一方は年度をまたぎながらという、去年やってきたパターンと

思われますけれども、いかがでしょうか。 

 去年、半月位の休館を上手に挟んだ記憶があるんですけれども、今年はそ

れはなく、ずっと走り続ける予定なんでしょうか。質問です。 

【奥友学芸員】 年末は、企画展Ⅰの終わりが１２月９日でして、そ

の後休館に入りますので、半月から１か月ということで休館します。 

【鉄矢委員長】 ああ。年明けじゃなくて、年末年始にかけてという

ことですね。はい、わかりました。 

 補足説明等がありましたら。 

【薩摩学芸顧問】 補足説明というよりは、今後、いろいろとまた委員

の先生方にはご検討いただきたいところでありますけれども、小さな美術館

とはいっても小金井市立美術館でして、最初の１年というのは試行錯誤とい

いましょうか、どちらかといえば問題点の洗い出しみたいなところなんです

ね。そして２年目、３年目ぐらいで、大体の活動の方針のパターンみたいな

ものをつくっていかないと、なかなか苦しいことになるということで、今、

ここに出したこのパターンが、このまま固定できるのか、それともこれを見

直さなきゃならないのかということが、今年の活動を見て判断しなければな

らないことかと思います。 

 どうしてこういう形になっているのかと申しますと、このシステムでやる

場合には、４月の頭に大きな企画展を立ち上げるのはなかなか大変ですので、

前半は中村研一の作品を、うまく取っかえ引っかえといいましょうか、いろ

いろなテーマを決めて出していくと。そして後半で、もちろん４月から随時

始めるわけですけれども、後半で企画を入れていく、それが一つの大きな方

針となっております。 

 最後の２００８年の所蔵作品展というのは、次年度のものが少し早目、前

倒しで入ってくるということですので、年度のことでいいますと、前半は所

蔵作品、後半が企画ということで、この前の中村研一回顧企画展をⅠとする
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ならⅡになるんでしょうけれども、なぜ堂本印象が入ってきたのかというこ

とは当然あるかと思いますが、これは２つ理由がございます。１つは、展覧

会というのはどうしても、これは個人のいろいろな関係、言葉は悪いですけ

れども、いろいろな人間関係その他からいろいろな工夫をするというのがあ

りますが、ここにおりました大野学芸員は、この近くの出身だったというこ

ともあってよく知っているというようなことから入ってきた経緯があるん

ですが。美術館の方針としまして、この中村研一は近代の作家になるわけで

すけれども、やはり、あまり遠いところをやるよりは、同じ時代の作家の紹

介のような形をひとつ決めてもいいのかなと。特に堂本印象と中村研一、洋

画と日本画の違いはありましたが、大変仲のよかった二人でして、そういう

ものを入れてみようかなということと、これは予算上その他、いろいろな制

約がありまして、例えば北海道から１０点、九州から１０点と作品を借りて

くるような展覧会がとてもできませんので、我々と同じような規模で同じよ

うな問題点を抱えながら一生懸命やっている美術館と、そのものの紹介も含

めて、今のところはこういうものを今後もやっていければなと考えておりま

す。 

 そのうちに、今度はこちらのコレクションをそっくり貸せという形になっ

てくるかと思いますので、そういう形での美術館同士、同じような規模で、

同じような組織で、同じような問題を抱えながら活動している美術館との連

携というようなことを、将来的に見ていければと考えているところです。 

 それからもう一つは、先ほどからずっと申しておりますように、子どもと

の鑑賞教育、コラボレーションというものをどう組み立てていくかというこ

とですが、現在のところ、実はこれが方法論的には一番難しいものになって

おります。結局また双ギャラリーにお力添えを得なければならないという状

況になっていますけれども、ほんとうに投資的にやってくださっていますけ

れども、いつまでもそういう方向性という訳にはいかないでしょうから、こ

の方向でいくとした場合に、３年目、４年目以降、どういう具体的な方向性

を出していけるのかということは、少し考えていかなければならないと考え

ております。 

 それから、各展覧会の日付をあけましたのは、人的な関係からいって、準

備することが非常に難しいということと、これが意外に、日数をあけたほう

が、「あっ、内容が変わった」という告知になるということがわかりました。
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連続させると、かえって新しいものが始まったという告知にならないところ

がありますので、これは、何が何でも３６５日あけなきゃならないという危

機感に追われる必要はないというふうに去年の活動で感じました。そういう

ところでございます。 

 以上です。 

【鉄矢委員長】 ありがとうございました。 

 ご質問がなければ、３番のその他に移りたいと思います。 

【小柳委員】  よろしいですか。前回の３月１９日に開催されまし

た会議録を皆様のお手元にお配りしてございます。その中で１点、７ページ

をお開きいただきたいのですが、その中で、大変申しわけございませんが、

私のところなんですが、ちょうど真ん中ぐらいのところで、当初の予算です

と大人２,０００人、子ども１,０００人の入館者数を見込み予算を立てて

云々かんぬんという表現がありますけれども、こちらは子どもを対象にして

いませんで、２,５００人という入館者数を見込んでの予算を立ててござい

ますので、この場をおかりしまして、訂正方願いたいということで、よろし

くお願いいたします。 

【鉄矢委員長】 よろしいですか。私から。 

 終わりのほうなんですけれども、１２ページの下から１つ目の、私が市長

へ報告していきたいと思いますということで、前回言ってたんですけれども、

その後、３人体制という学芸員の体制が一応できてしまっていますので、突

っ込み方を間違えるとやぶへびになるのかなというのも。ちょっと館長とも

相談したんですね。これ、どういうふうに、相方３人体制でしっかりやれよ

というのが、横田さんとかの話がありますけれども、向こうはどういうつも

りで３人体制にしたのかというので、少し様子見のほうがいいだろうと。市

長選も絡んでいた時期だったので、いつ出すのか、どんどんおくれていって

いるうちに３人体制という話になりまして、出すタイミングを逸してしまい

ました。 

 館長から様子見という話も伺ったので、出しておりません。 

以上ご報告です。 

【小柳委員】  もう１点よろしいでしょうか。 

 会議録は、以上なんですけれども、もう片方の正式な資料ではないのです

が、これは平成１９年度だと思うんですが、ちょっとご訂正をいただきたい
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と思います。 

【事務局天野】 資料の関係で訂正をお願いします。まず、今日これ

を出すつもりでなく参考という形で持ってまいりました。今館長が申し上げ

たように、表題の平成１８年度を平成１９年度に訂正をお願いします。それ

から、下のほうの３月２０日から６月１０日、所蔵作品展Ⅱとなっておりま

すけれども、ここはⅠでございますので、この２か所のご訂正をお願いしま

す。 

【鉄矢委員長】 続いて説明のほうを。 

【事務局天野】 この資料につきましては、私が４月からはけの森美

術館で勤務を始めて、この一覧表をつくりました。これについては、日々の

入館者数と図録やはがき等の売り上げの集計をということで、月ごとの集計

の数字でございます。 

 ４月からですので、所蔵作品展Ⅰが３月２０日から始まっていますが、３

月の約１０日分についてはこの中に含まれておりません。６月につきまして

は６月１０日で所蔵作品展Ⅰは終了しておりまして、一番下の６月２６日か

ら本日までの分もこの中に含まれておりますので、そのようにご理解いただ

きたいと思います。ちなみに、６月１０日までの所蔵作品展につきましては、

約２,１００人の入館者がおられました。これは有料、無料、招待者含めて。

それで今回、所蔵作品展のⅡは開会して３日ですが８８名の入館者がござい

ました。所蔵作品展Ⅰのときに一日の最大の入館者が８０名を超えた日があ

りました。 

 以上です。 

【鉄矢委員長】 ありがとうございます。 

 今、データでお話しいただいたのを、多い、少ないという、もう少し主観

的なお話で聞かせていただけると分かりやすいのですが。 

【事務局天野】 私が４月１日からの勤務ですので、昨年度の状況は

分かりませんが、１８年度の入館者数と比較しますと、私、個人的な感じな

んですが明らかにリピーターの方が増えていると感じます。 

【鉄矢委員長】 すばらしい。 

【事務局天野】 それと、私どもが受付でご案内するにあたり、「１階

と２階に展示室がございます」とご案内しますと、「いや、何回も来ていま

す」という方が多く、お口添えで広がっているなという感じがします。 
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 私どもは、緑のはけの緑地の中にある美術館ということで、ほかにないロ

ケーションも相まってそれを期待して来る市民の方が多いんだな感じます。 

 私ども美術館では、気持ちよくご来館いただいて、静かに鑑賞し、満足し

てお帰りいただくということを心がけています。そうした中では、確実にリ

ピーターが増えているんではないかと、私の個人的な見解を述べさせていた

だきます。 

【鉄矢委員長】 ありがとうございます。委員長として、今、うれし

い言葉をいただいたと思っています。運営協議会をやっているかいが。これ

が来館者数が下がったとか、リピーターが減ったとか、逆の場合はもう居場

所がないんだろうなと思った。ありがとうございます。 

【事務局天野】 あと、この集計表をつくった一つの意味は、今後、

統計的なものを出せたらいいなということでつくってみました。今日は、参

考ということで持ってまいりましたので、グラフにしてどういう推移をして

いるのかというのも、将来出せたらいいなというふうには考えています。 

【鉄矢委員長】 ありがとうございます。 

【淀井委員】  この数字を見ますと、はがきの売り上げはチューリ

ップがすごいですね。これはチラシになっていたから・・・・。 

【千村委員】  チラシになっていたから。 

【事務局天野】 その点についても、学芸員の方から集計をとったほ

うが、将来、目安というか、どういうものを提供したらいいのかというよう

な、情報、データになるので、その内容も加味し作ったほうが良いとの意見

があり、いろいろ細かい数字まで入れておけば、後でカットはできますので、

入れています。このデータをもとにポスターにしたりとかできますね。 

【鉄矢委員長】 その方向はありですね。 

【千村委員】  最高のときは、１日で８０名からのときがあったと

いうお話で、それは団体が来たりしたわけですか。 

【事務局天野】 これは、東京都の広報の取材があり「東京のオアシ

ス」というコーナーに載りました。掲載された直後５月の末、電話がひっき

りなしでした。それは、所在地が載っていなかったというで、電話で住所の

問い合わせとどういうふうに行けば行けるかという問い合わせでした。電話

対応で１日が終わったというぐらいでして、今度、宣伝というか、そういう

のについては慎重を期す必要がある、内容等について、私、個人的には反省
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しております。 

【淀井委員】  小金井市内の人が沢山来てくださるというのに加え

て、市外からもたくさんの方がいらして下さるのはいいですよね。そのため

にはある種の宣伝というか、アピールが必要ですよね。 

【事務局天野】 ポスターを自分の店に貼っておくのでくださいと言

う商店が何店かありポスターをお渡ししたということもあります。協力して

いただけるお店を今後増やしていくというのも一つの方法かなと。 

【鉄矢委員長】 それを一気に増やすというのは、なかなか難しいと

思いますけど、徐々に増やしていく必要が・・・・。 

【淀井委員】  前にこういう話は出たのかもしれないですけれど、

ポスターというのは、どのくらいの枚数を刷って、どういうところに渡して

いるんでしょうか。小金井以外の・・・・。 

【奥友学芸員】 ポスターは前回、こちらの所蔵作品展Ⅰにつきまし

ては、５００枚制作したんですが、大量に余ってしまいました。チラシなど

を置いていただける場所は比較的多いんですが、ポスターなどちょっとサイ

ズが大きいということで、内容が良かったとしても、貼る場所が限られてし

まいます。またポスターですと、大きな公共施設や、近隣の比較的、研一を

宣伝しやすいような小規模な美術館ですと、貼っていただけることは多いか

と思うんですが、それで在庫が余ってしまったことを踏まえまして、今回は

１５０枚くらいにしまして、今回は大体ポスターを張っていただこうとした

ところが多いです。 

【松山学芸員】 とにかく小中学校と、あとは市内の施設、公民館と

かいった体育施設のところとか、あとは近隣の美術館にはお送りしています

ので、スペースがあれば張っていただけるという感じです。 

【淀井委員】  駅なんかはどうですか。 

【小柳館長】  駅は、お願いすれば張っていただけるんですが、こ

ちらが直接交渉するのは駅長さんではなくて、管轄が八王子支所なんですね。

そこに問い合わせて、許可が得れば貼っていただけるということですので、

その辺はまだ、ちょっと確認はとっていませんけれども、前回は貼っていた

だいた経緯がございます。 

【淀井委員】  カギはやっぱり見る人ですよね。 

【小柳館長】  そうですね。あと、市内ですと、ＣｏＣｏバスにポ
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スターを張っていただいていまして、今回からはポスターの掲示と、チラシ

を直接持っていっていただくという形でお願いしております。 

 もう１点なんですが、５月１７日ごろ、実はカラスが営巣していまして、

今、北門を閉めている状況がございます。今日も確認したんですが、まだ美

術館の西側の大きな木にカラスがとまっているということで、子ガラスがい

ると威嚇するということで危ないので、今現在は北門を閉めている状況でご

ざいます。 

【事務局天野】 今、館長からご報告がございましたように、４月か

ら７月の間、カラスが営巣して子育てをしている期間閉めています。カラス

の巣があった場合に、取るという方法が一つあるんですけれども、今回、巣

をつくっているのが隣の鴨下さんの木の上というのがありまして、私どもの

予算で、隣の家の木の巣をとれないという実態がございます。それで緑地内

でカラスに襲われて、逃げるときに躓いて怪我をされたという方がいて、市

が治療費だとかいうものの部分については負担はしなかったんですけれど

も、他の方が再度襲われるとまずいということで、注意書きを立てて、緑地

の中へ入ることを規制しております。定期的にカラスの出没状況等を見るん

ですけれども、もうそろそろ巣を巣立つかな。巣立ってしまえばいいんです

が、ちょっと、まだそこの辺が不確定ですので、もう１週間ぐらい様子を見

ようじゃないかということで、館長と調整をしています。 

【淀井委員】  毎年同じことの繰り返しですよね。 

【事務局天野】 来館された方に注意等説明をすると、笑いながらそ

うですよねと言っていただけるんですけれども・・・・。 

【鉄矢委員長】 襲われた方は違います。 

【事務局天野】 そうですね。確かに、私ども職員で山田と私が襲わ

れまして・・・・。 

私も顔を覚えられたんですけれども、私よりも山田のほうが襲われ

て・・・・。 

【淀井委員】  覚えてるんですか。 

【事務局天野】 覚えていますね。 

【鉄矢委員長】 人間の情より深いとか、冗談ですけれども、知らな

い人が襲われると非常に怖いですよね。 

【事務局天野】 防ぐ方法はあるんですけれども、それをその都度市
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民の方に説明するわけにもいかない。一応、立て看板と、立ち入り禁止のカ

ラーコーンを立てております。 

【鉄矢委員長】 ホームページや何かでお知らせして・・・・。 

【事務局天野】 出しています。 

【鉄矢委員長】 わかりました。 

【事務局天野】 毎年、繰り返されると思いますし、またあれだけの

緑地ですから、防ぐ方法というのは、市の所有している樹木であれば、予算

を工面してでもということはあるんですが、隣の木にいることがわかったも

のですから・・・・。 

【小柳委員】  またちょっと状況を見まして、市報なりホームペー

ジでご報告していきたいと思います。 

【鉄矢委員長】 よろしくお願いします。 

 その他、なければ・・・・。 

【小柳委員】  あともう１点なんですが、今日、皆さんから開催の

ご案内をいただきまして、その辺、ごらんいただければ・・・・。 

【千村委員】  私はここに行きました。 

【小柳委員】  ぜひ、ごらんください。 

【淀井委員】  ありがとうございます。 

【鉄矢委員長】 では、これで平成１９年度第１回小金井市立はけの

森美術館運営協議会を閉会させていただきたいと思います。お疲れさまでし

た。 

 どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


